
　　

頁 箇所

77 3.３.2の前 3.３.1末尾に右の表を追加

78 ６行目 (１)作業主任者の選任 下記文章に修正

屋内、屋外作業を問わず、特定化学物質及び四

アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の

うちから、特定化学物質作業主任者を選任し、・・・

屋内、屋外作業を問わず、金属アーク溶接等作業主任者限定

技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任

者を選任し、・・・

（作業主任者限定技能講習の新設）

78 17行目 (3)その他必要な措置 下記表を追加

（溶接ヒュームが特定化学物質管理第２類に該

当となったことで必要とされる措置）

建設業におけるアーク溶接等作業の安全（特別教育用テキスト）（№120200)
補足資料　〈第4版〉用

　金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が令和６年１月１日施行されたました。
これに伴い、「建設業におけるアーク溶接等作業の安全（特別教育用テキスト）」（№120200)（第4版）の内容に
ついて補足資料を発行しますので、ご参照ください。

（特別化学物質管理第２類物質で「溶接ヒュー

ム」を規定）

補足内容第4版（令和４年10月14日）



頁 箇所

79 20行目 ⑨有効な呼吸用保護具の備え付け等の後に 下記文章を追加

⑩保護具着用管理責任者（選任することが望ましい）

　各作業場ごとに防じんマスクを管理する保護具着用管理責任

者を指名し、防じんマスクの適正な選択、着用及び取扱い方法に

ついて必要な指導を行わせるとともに、防じんマスクの適正な保守

管理に当たらせる。

81 図3-8の下 (２)空気中の溶接ヒューム濃度の測定等の末尾に 下記文章を追加

（個人ばく露測定の詳細について）

89 下から９行目(７)耳栓および帽子 下記の文章に修正

（JIS　T8161：2020）による (７)聴覚保護具(耳せん）および帽子

148 21行目 第28条の後に　 下記条文を追加

（新設　金属アーク溶接等作業主任者の職務） （金属アーク溶接等作業主任者の職務）

第28条の２　事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の

事項を行わせなければならない。

一　作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこ

れを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮する

こと。

二　全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防

するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

三　保護具の使用状況を監視すること。

第4版（令和４年１０月１５日） 補足内容


